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アスクレピオスの杖を探して
地
域
医
療

再
生
へ
の
道

第52回

総
務
省
検
討
会
の
設
置

　

２
０
２
１
年
10
月
６
日
、
総
務
省
は
「
持
続
可
能

な
地
域
医
療
提
供
体
制
を
確
保
す
る
た
め
の
公
立
病

院
経
営
強
化
に
関
す
る
検
討
会
」
の
第
１
回
会
議
を

開
催
し
た
。
検
討
会
は
、
２
０
１
５
年
３
月
に
公
表

さ
れ
た「
新
公
立
病
院
改
革
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」に
基
づ

く
各
自
治
体
病
院
の
改
革
プ
ラ
ン
が
標
準
対
象
期
間

を
終
え
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
設
置
さ
れ
た
。

　

本
来
で
あ
れ
ば
標
準
対
象
期
間
は
２
０
２
０
年
度

末
で
あ
り
、
２
０
２
０
年
度
中
に
検
討
会
を
開
催

し
、
３
度
目
の
プ
ラ
ン
が
策
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で

あ
っ
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
ま
ん

延
の
た
め
、
会
議
が
行
わ
れ
な
い
で
い
た
。

検
討
会
の
開
催
趣
旨

　

開
催
要
綱
で
は
、
検
討
会
の
設
置
趣
旨
と
し
て
、

公
立
病
院
は
、「
地
域
に
お
け
る
基
幹
的
な
公
的
医

療
機
関
と
し
て
、
地
域
医
療
の
確
保
の
た
め
重
要
な

役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
へ
の
対
応
に
お
い
て
は
、
そ
の
重
要
性
が
改
め

て
認
識
さ
れ
」
て
い
る
こ
と
。
そ
の
一
方
、
各
公
立

病
院
は
、
新
公
立
病
院
改
革
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
踏
ま

え
て
プ
ラ
ン
を
策
定
し
、「
地
域
医
療
構
想
を
踏
ま

え
た
役
割
の
明
確
化
や
再
編
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
な

ど
の
様
々
な
経
営
改
革
に
取
り
組
ん
で
き
た
が
、
依

然
と
し
て
、
医
師
不
足
等
に
よ
る
厳
し
い
経
営
状
況

が
続
い
て
い
る
こ
と
。
今
般
の
感
染
症
対
応
で
は
、

感
染
症
拡
大
時
に
備
え
た
平
時
か
ら
の
取
組
の
重
要

性
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
た
」「
こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏

ま
え
、
感
染
症
対
応
の
視
点
も
含
め
た
持
続
可
能
な

地
域
医
療
提
供
体
制
を
確
保
す
る
た
め
の
公
立
病
院

に
対
す
る
新
た
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
や
地
方
財
政
措
置

に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
、
検
討
会
を
開
催
す
る
」

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

　

検
討
会
は
、「
検
討
会
構
成
員
名
簿
」の
と
お
り
９

名
の
構
成
員（
国
の
会
議
は
委
員
を
構
成
員
と
呼
ぶ
）

か
ら
成
り
、
座
長
に
は
堀
場
勇
夫
地
方
財
政
審
議
会

会
長
が
就
任
し
て
い
る
。
筆
者
は
縁
あ
っ
て
検
討
会

の
構
成
員
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー

と
し
て
厚
生
労
働
省
医
政
局
地
域
医
療
計
画
課
長
が

参
加
し
て
い
る
。

第
１
回
会
議
の
議
論

　

検
討
会
の
結
果
に
つ
い
て
は
総
務
省
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
公
開
さ
れ
て
い
る
（
総
務
省
ト
ッ
プ
→
組

織
案
内
→
研
究
会
等
→
持
続
可
能
な
地
域
医
療
提
供

体
制
を
確
保
す
る
た
め
の
公
立
病
院
経
営
強
化
に
関

す
る
検
討
会
で
検
索
可
能
）。
第
１
回
会
議
で
は
、

こ
れ
ま
で
の
公
立
病
院
改
革
の
取
り
組
み
結
果
に
つ

い
て
、
地
域
医
療
構
想
を
踏
ま
え
た
役
割
の
明
確
化

に
関
し
「
民
間
病
院
も
含
め
た
全
体
の
病
床
数
の
削

減
は
相
当
程
度
進し
ん
ち
ょ
く
捗
。
今
後
は
機
能
向
上
の
た
め
の

バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
が
必
要
」
で
あ
る
。
経
営
の
効

率
化
に
つ
い
て
、「
人
口
減
少
に
加
え
、
コ
ロ
ナ
の

影
響
に
よ
る
患
者
数
の
減
が
経
営
に
影
響
を
与
え
て

お
り
、
経
営
強
化
が
必
要
」。
再
編
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
化
に
つ
い
て
「
相
当
程
度
進
ん
で
い
る
が
、
医
師

確
保
の
た
め
の
取
組
と
し
て
は
ま
だ
ま
だ
必
要
」「
都

市
部
と
不
採
算
地
区
は
分
け
て
考
え
る
べ
き
。
不
採

算
地
区
の
公
立
病
院
は
地
区
唯
一
で
ア
ク
セ
ス
も
困

難
」で
あ
る
。
経
営
形
態
の
見
直
し
に
つ
い
て「
全
部

適
用
に
比
べ
、
独
法
化
の
ほ
う
が
人
事
面
の
柔
軟
性

総
務
省
公
立
病
院
経
営
強
化
に
関
す
る
検
討
会
の
開
催

城
西
大
学
経
営
学
部
教
授
　

伊
関
友
伸
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地域医療再生への道

が
高
く
、
医
師
確
保
に
つ
な
が
る
」
な
ど
の
意
見
が

交
わ
さ
れ
た
。

　

さ
ら
に
、
公
立
病
院
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
対
応
に
多
大
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と

や
、
こ
れ
ま
で
の
公
立
病
院
改
革
の
取
り
組
み
と
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
の
関
係
に
つ
い

て
、「
再
編
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
に
よ
る
基
幹
病
院

の
強
化
が
、
医
師
確
保
や
Ｉ
Ｃ
Ｕ
等
の
設
備
の
充
実

に
つ
な
が
り
、
コ
ロ
ナ
対
応
で
も
大
い
に
貢
献
し

た
」な
ど
の
意
見
が
出
さ
れ
た（
第
２
回
会
議
資
料
３

前
回
い
た
だ
い
た
主
な
ご
意
見
よ
り
）。

　

今
後
、
検
討
会
の
議
論
を
踏
ま
え
て
、
総
務
省
に

お
い
て
３
回
目
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
策
定
さ
れ
、
新

た
な
財
政
措
置
も
行
わ
れ
る
見
込
み
で
あ
る
。

第
８
次
地
域
医
療
計
画
と
の
関
係

　

３
回
目
の
総
務
省
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
、
そ
し
て
各
自

治
体
病
院
が
策
定
す
る
新
し
い
経
営
プ
ラ
ン
は
、
今

回
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
ま
ん
延
を
踏

ま
え
た
も
の
と
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
の
一

方
、
厚
生
労
働
省
は
、
２
０
２
４
年
度
か
ら
始
ま
る

都
道
府
県
の
第
８
次
地
域
医
療
計
画
の
策
定
に
向
け

た
検
討
を
進
め
て
い
る
。
今
回
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
ま
ん
延
を
踏
ま
え
、
２
０
２
１
年
５

月
に
成
立
し
た
「
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
を
効
率
的

に
提
供
す
る
体
制
の
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
医
療

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
い
わ
ゆ
る
束
ね

法
案
）」の
医
療
法
の
改
正
に
お
い
て
、
地
域
医
療
計

画
に
新
興
感
染
症
の
感
染
拡
大
時
に
お
け
る
医
療
提

供
体
制
の
確
保
に
関
す
る
事
項
が
追
加
さ
れ
た
。
地

域
医
療
構
想
は
、
都
道
府
県
地
域
医
療
計
画
の
一
部

と
し
て
策
定
さ
れ
、
２
０
２
３
年
度
に
厚
生
労
働
省

の
検
討
を
踏
ま
え
て
各
都
道
府
県
に
お
い
て
策
定
作

業
が
進
め
ら
れ
る
。

　

今
回
の
総
務
省
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
を
踏
ま
え

て
、
基
本
、
２
０
２
２
年
度
中
に
各
病
院
は
感
染
症

対
策
を
始
め
と
す
る
医
療
提
供
の
在
り
方
に
つ
い
て
、

先
行
し
て
検
討
を
行
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
新
し

く
策
定
す
る
各
自
治
体
病
院
の
経
営
プ
ラ
ン
を
踏
ま

え
て
、
２
０
２
３
年
度
の
地
域
医
療
計
画
・
地
域
医

療
構
想
の
策
定
に
臨
み
、
自
治
体
病
院
が
策
定
し
た

経
営
プ
ラ
ン
の
変
更
の
必
要
が
あ
る
場
合
、
さ
ら
に

修
正
を
行
う
こ
と
が
必
要
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
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